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(57)【要約】
【課題】使用時に加わるアキシアル荷重に起因する、玉
の接触角の変化を抑制できる、アンギュラ玉軸受の構造
を実現する。
【解決手段】外輪軌道１６ｂの断面形状を、三角形状の
等径歪円のうちで曲率半径の小さい三角形の頂点に相当
する部分により構成すると共に、内輪軌道２１ｂの断面
形状を、前記等径歪円のうちで、前記頂点に相当する部
分に対し位相が１８０度ずれた位置に存在する、曲率半
径の大きい三角形の辺に相当する部分により構成する。
且つ、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分
とを、単一の等径歪円上に位置する状態よりも、互いに
近接させた位置関係に配置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内周面にアンギュラ型の外輪軌道を有する外輪と、
　外周面にアンギュラ型の内輪軌道を有する内輪と、
　前記外輪軌道と前記内輪軌道との間に、予圧が付与されると共に、接触角を付与された
状態で転動自在に設けられた複数個の玉と、
を備えたアンギュラ玉軸受であって、
　前記外輪軌道と前記内輪軌道とのうち、一方の軌道の断面形状が、三角形状の等径歪円
のうちで曲率半径の小さい三角形の頂点に相当する部分により構成されていると共に、他
方の軌道の断面形状が、前記等径歪円のうちで、前記頂点に相当する部分に対し位相が１
８０度ずれた位置に存在する、曲率半径の大きい三角形の辺に相当する部分により構成さ
れており、且つ、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分とが、単一の等径歪円
上に位置する状態よりも互いに近接させた位置関係に配置されている
　事を特徴とするアンギュラ玉軸受。
【請求項２】
　前記外輪軌道の断面形状が、前記辺に相当する部分により構成されており、前記内輪軌
道の断面形状が、前記頂点に相当する部分により構成されている、請求項１に記載したア
ンギュラ玉軸受。
【請求項３】
　車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する為に使用される、請求項１～２のうちの何
れか１項に記載したアンギュラ玉軸受。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車の車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する部分に組み込ん
で使用する、アンギュラ玉軸受の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する為の転がり軸受ユニットや、マシ
ニングセンタ等の各種工作機械の主軸を回転自在に支持する為の転がり軸受ユニットなど
、支持剛性を必要とする各種回転部分に組み込まれる転がり軸受として、アンギュラ玉軸
受が広く使用されている。
【０００３】
　図４は、特許文献１に記載された、一般的に第１世代と呼ばれ、自動車の車輪を回転自
在に支持する車輪支持用転がり軸受ユニットとして使用される、複列アンギュラ型玉軸受
１を示している。図示の複列アンギュラ玉軸受１は、外輪２と、１対の内輪３ａ、３ｂと
、複数個の玉４ａ、４ｂとを備えている。
【０００４】
　前記外輪２の内周面には、アンギュラ型で複列の外輪軌道５ａ、５ｂが、前記各内輪３
ａ、３ｂの外周面には、それぞれがアンギュラ型の内輪軌道６ａ、６ｂが、それぞれ形成
されている。前記各玉４ａ、４ｂは、それぞれ保持器７ａ、７ｂにより転動自在に保持さ
れた状態で、前記各外輪軌道５ａ、５ｂと前記各内輪軌道６ａ、６ｂとの間に組み込まれ
、予圧が付与されると共に背面組み合わせ（ＤＢ組み合わせ）の接触角が付与され、剛性
が高められている。この様な複列アンギュラ玉軸受１は、ラジアル荷重に加えて、両方向
のアキシアル荷重を支承できる。
【０００５】
　前記複列アンギュラ玉軸受１は、車両への組み付け状態で、前記外輪２を、図示しない
懸架装置を構成するナックルに円周方向及び軸方向の変位を阻止した状態で内嵌固定する
。一方、前記両内輪３ａ、３ｂを、車輪を支持する為の取付フランジを有する図示しない
ハブに外嵌固定する。この様な構成により、自動車の車輪を懸架装置に対して回転自在に
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支持する。
【０００６】
　ところで、旧来の高速道路を初めとする一般的な道路に於いては、直線区間と円弧区間
とが直接繋がれており、この様な道路を自動車で走行する際には、直線区間から円弧区間
への進入と、円弧区間での走行とを、安全且つ的確に行う為に、通常、円弧区間の入り口
にて、走行速度を十分に落とし、比較的急なハンドル操作を行って舵角を一気に変更した
後、操作後のハンドル位置を保持したまま円弧区間を走行するといった運転が行われてい
る。この際に、車輪支持用転がり軸受ユニットとして使用されるアンギュラ玉軸受には、
円弧区間に於いて、タイヤの接地面から入力されるアキシアル荷重（モーメント）が加わ
るが、当該アキシアル荷重の大きさは、円弧区間の入口にて行われる比較的急なハンドル
操作に伴って一気に上昇した後、一定の大きさに落ち着く。
【０００７】
　アンギュラ玉軸受に上述の様なアキシアル荷重が加わると、アンギュラ玉軸受を構成す
る各玉に負荷される荷重（転動体荷重）が変化し、これに伴って、玉の接触角が変化する
。又、この様に玉の接触角が変化すると、これに伴って、外輪と内輪との相対傾きが変化
し、その結果、ホイールアライメントが変化する事になるが、この変化の間（アキシアル
荷重の大きさの変化によりホイールアライメントが変化している間）は、軸受剛性が低下
したかの様な車両の操縦性や安定性の低下が発生し、相対傾きの変化が終了する（アキシ
アル荷重の大きさが一定の大きさに落ち着く）と、再び軸受剛性が上昇したかの様に車両
の操縦性や安定性が復元される事が知られている。
【０００８】
　ここで、上述した様な、円弧区間の入口にて行われる比較的急なハンドル操作に伴って
、アンギュラ玉軸受に加わるアキシアル荷重の大きさが一気に上昇する場合には、外輪と
内輪との相対角度の変化は短時間で終了する為、アンギュラ玉軸受の剛性の低下が問題に
なる事はあまりなかった。
【０００９】
　ところが、近年になって高速道路の開通をはじめ、一般道路も改修工事が進み、直線区
間から円弧区間などの曲線区間への進入のし易さを向上する為に、直線区間と円弧区間と
の間にクロソイド曲線や三次元放物線等から成る緩和区間を設けたり、曲線区間の全体を
クロソイド曲線から成る区間としたりする事などが行われている。この為、直線区間から
曲線区間に進入する際にも、走行速度を落とさずに、比較的緩やかなハンドル操作を行っ
て（ハンドルを一定の角速度でゆっくりと回して）走行できるようになった。
【００１０】
　但し、この様な走行を行う場合には、アンギュラ玉軸受に加わるアキシアル荷重の大き
さの変化時間が長くなり、これに伴って、外輪と内輪との相対角度の変化が緩やかに行わ
れる（徐々に且つ連続的にホイールアライメントの変化が続く）為、車両の操縦性や安定
性の低下状態が長く続く事になる。
【００１１】
　又、この様なホイールアライメント変化の問題は、クロソイド曲線等から成る緩和区間
や曲線区間を走行する場合だけでなく、車線変更を行う場合にも同様に生じる。即ち、自
動車が車線変更を行う際に描く軌跡は、クロソイド曲線になる為、緩和区間や曲線区間を
走行する場合と同様に、ホイールアライメントが変化している状態が長く続き易くなる。
しかも、近年、交通量の増大などに応じて、片側１車線の道路を複数車線の道路に改修す
る事も行われており、上述した様なホイールアライメント変化の問題が生じ易くなってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１４－１６９７７７号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２３３０４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上述の様な事情に鑑みて、使用時に加わるアキシアル荷重に起因する、玉の
接触角の変化を抑制できる、アンギュラ玉軸受の構造を実現すべく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のアンギュラ玉軸受は、外輪と、内輪と、複数個の玉とを備える。
　このうちの外輪は、例えば円環状で、内周面に１乃至複数（例えば複列）のアンギュラ
型の外輪軌道が設けられている。
　又、前記内輪は、例えば円柱状又は円環状で、外周面にアンギュラ型の内輪軌道が設け
られている。
　又、前記各玉は、前記外輪軌道と前記内輪軌道との間に、予圧が付与されると共に、接
触角を付与された状態で転動自在に設けられている。
　特に本発明のアンギュラ玉軸受の場合には、前記外輪軌道と前記内輪軌道とのうち、一
方の軌道の断面形状（母線形状）を、三角形状の等径歪円のうちで曲率半径の小さい三角
形の頂点に相当する部分により構成すると共に、他方の軌道の断面形状（母線形状）を、
前記等径歪円のうちで、前記頂点に相当する部分に対し位相が１８０度ずれた（逆位相の
）位置に存在する、曲率半径の大きい三角形の辺に相当する部分により構成している。且
つ、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分とを、単一の等径歪円上に位置する
状態よりも、互いに近接させた位置関係に配置している。
　尚、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分とを互いに近接させた位置関係と
は、例えば、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分とを、互いに近づく様に、
前記各玉の接触角の方向に平行移動させて得られる位置関係が相当する。
　尚、本明細書及び特許請求の範囲で、「等径歪円」とは、直径（位相が１８０度異なる
部分での幅寸法）が、全周に亙り一定であるが、断面形状が真円ではない図形を言う。又
、等径歪円の作図方法に就いては、特許文献２等に記載されており周知である。
【００１５】
　本発明を実施する場合には、例えば請求項２に記載した発明の様に、前記外輪軌道の断
面形状を、前記辺に相当する部分により構成し、前記内輪軌道の断面形状を、前記頂点に
相当する部分により構成する事ができる。
【００１６】
　又、本発明を実施する場合には、例えば請求項３に記載した発明の様に、本発明のアン
ギュラ玉軸受を、車輪を懸架装置に対して回転自在に支持する、車輪支持用転がり軸受ユ
ニットとして使用する事ができる。
　尚、この場合には、前記図４に示した様な、第１世代と呼ばれる転がり軸受ユニットの
他、懸架装置に結合固定する為のフランジを外輪の外周面に直接形成した第２世代の転が
り軸受ユニット、更には、ハブをハブ本体と内輪とから構成し、このハブ本体の軸方向中
間部外周面に直接内輪軌道を形成した、所謂第３世代の転がり軸受ユニットにも適用でき
る。
【発明の効果】
【００１７】
　以上の様な構成を有する、本発明のアンギュラ玉軸受によれば、使用時に加わるアキシ
アル荷重の変化に起因する、玉の接触角の変化を抑制できる。又、外輪と内輪との相対傾
きを抑制する事ができ、その結果、ホイールアライメントの変化を抑制できる。
　即ち、本発明の場合には、外輪軌道と内輪軌道とのうち、一方の軌道の断面形状を、三
角形状の等径歪円のうちで曲率半径の小さい三角形の頂点に相当する部分により構成して
いると共に、他方の軌道の断面形状を、前記等径歪円のうちで、前記頂点に相当する部分
に対し位相が１８０度ずれた位置に存在する、曲率半径の大きい三角形の辺に相当する部
分により構成している。且つ、前記頂点に相当する部分と前記辺に相当する部分とを、単
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一の等径歪円上に位置する状態よりも、互いに近接させた位置関係に配置している。
　ここで、等径歪円は、位相が１８０度ずれた部分同士の幅寸法（直径）が円周方向に関
して何れの位置においても一定となるが、本発明の構成の様に、前記頂点に相当する部分
と、位相が１８０度ずれた前記辺に相当する部分とを、互いに近接させた位置関係に配置
すると、前記頂点に隣接する部分と、位相が１８０度ずれた部分との幅寸法は小さくなる
。この為、前記アキシアル荷重の変化に起因して、前記各玉の接触角が、増大又は減少の
何れに変化しようとした場合にも、前記外輪軌道と前記内輪軌道との最短距離が短くなる
為、接触角の変化を抑制できる。従って、使用時に作用するアキシアル荷重に起因して、
前記各玉の接触角が変化しようとした場合にも、この接触角の変化を抑制できる。
　更に、本発明によれば、玉の接触角が増大又は減少の何れに変化する場合にも、予圧が
増加し、軸受剛性を上昇できる。この為、前記外輪と前記内輪との相対傾きを抑制する事
が可能になり、その結果、ホイールアライメントの変化を抑制できる。従って、本発明の
アンギュラ玉軸受により、車輪支持用転がり軸受ユニットを構成した場合には、クロソイ
ド曲線より成るカーブの走行時や車線変更時にも、車両の操縦性及び走行安定性の向上を
図れる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態の１例を示す、車輪支持用転がり軸受ユニットの断面図。
【図２】同じく図１のＡ部拡大図。
【図３】同じく外輪軌道の研削工程を示す断面図（Ａ）及び内輪軌道の研削工程を示す断
面図（Ｂ）。
【図４】従来構造の複列アンギュラ玉軸受を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［実施の形態の１例］
　本発明の実施の形態の１例に就いて、図１～３を参照しつつ説明する。本例では、本発
明のアンギュラ玉軸受を、一般的に第３世代と呼ばれる、車輪支持用転がり軸受ユニット
に適用した場合に就いて説明する。
【００２０】
　図１に示す様に、車輪支持用転がり軸受ユニット８は、自動車の車輪を構成するホイー
ル９、及び、制動用回転部材であるロータ１０を、懸架装置を構成するナックル１１に対
して回転自在に支持している。前記車輪支持用転がり軸受ユニット８は、外輪１２と、ハ
ブ１３と、複数個の玉１４ａ、１４ｂと、１対の保持器１５ａ、１５ｂとを備えている。
そして、このうちの外輪１２の内側に、前記各玉１４ａ、１４ｂを介して、前記ハブ１３
を回転自在に支持している。
【００２１】
　前記外輪１２は、略円筒状で、内周面の軸方向に離隔した位置に、それぞれがアンギュ
ラ型である１対の外輪軌道１６ａ、１６ｂが形成されている。又、前記外輪１２の外周面
には、前記ナックル１１に結合固定する為の結合フランジ１７が設けられている。
【００２２】
　又、前記ハブ１３は、それぞれが特許請求の範囲に記載した内輪に相当する、ハブ本体
１８と内輪１９とを組み合わせて成る。このうちのハブ本体１８の外周面には、軸方向外
端寄り部分に取付フランジ２０が、軸方向中間部にアンギュラ型の外側列の内輪軌道２１
ａが、軸方向内端寄り部分に小径段部２２が、それぞれ形成されている。又、前記ハブ１
３の中心部には、スプライン孔２３が形成されている。尚、本明細書で、軸方向に関して
「外」とは、自動車への組み付け状態で車両の幅方向外側となる側を言い、反対に、車両
の幅方向中央側となる側を、軸方向に関して「内」と言う。
【００２３】
　又、前記内輪１９は、円環状で、外周面にアンギュラ型の内側列の内輪軌道２１ｂが形
成されている。この様な内輪１９は、前記小径段部２２に締り嵌めで外嵌固定されると共
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に、該内輪１９の軸方向内端面を、前記ハブ本体１８の軸方向内端部に形成したかしめ部
２４により抑え付けている。この様な構成により、前記ハブ本体１８と前記内輪１９との
分離防止を図っている。
【００２４】
　又、前記各玉１４ａ、１４ｂは、軸方向外側に設けられた前記外輪軌道１６ａと前記内
輪軌道２１ａとの間、及び、軸方向内側に設けられた前記外輪軌道１６ｂと前記内輪軌道
２１ｂとの間に、前記各保持器１５ａ、１５ｂにより保持された状態で、転動自在に設け
られている。又、前記各玉１４ａ、１４ｂには、それぞれ予圧が付与されると共に、背面
組み合わせ型の接触角が付与されている。
【００２５】
　本例の場合には、以上の様な構成により、複列のアンギュラ玉軸受を構成している。即
ち、前記外輪１２の内周面に形成された軸方向外側の外輪軌道１６ａと、前記各玉１４ａ
、１４ａと、前記ハブ本体１８の外周面に形成された軸方向外側の内輪軌道２１ａとによ
り、軸方向外側のアンギュラ玉軸受を構成している。又、前記外輪１２の内周面に形成さ
れた軸方向内側の外輪軌道１６ｂと、前記各玉１４ｂ、１４ｂと、前記内輪１９の外周面
に形成された軸方向内側の内輪軌道２１ｂとにより、軸方向内側のアンギュラ玉軸受を構
成している。
【００２６】
　そして、上述の様な構成を有する車輪支持用転がり軸受ユニット８を自動車に組み付け
る為に、前記ナックル１１に形成した円形の支持孔２５に、前記外輪１２の軸方向内端部
（ナックルパイロット部）を内嵌している。そして、この状態で、前記結合フランジ１７
を、前記ナックル１１に対し、複数本のボルト２６により結合固定している。又、等速ジ
ョイント２７に結合した駆動軸であるスプライン軸２８を、前記スプライン孔２３に係合
させている。一方、前記車輪支持用転がり軸受ユニット８に車輪を組み付ける為に、前記
ハブ本体１８に設けられた取付フランジ２０に、前記ホイール９び前記ロータ１０を、複
数本のスタッド２９とナット３０とにより結合固定している。
【００２７】
　特に本例の場合には、自動車の走行に伴って前記車輪支持用転がり軸受ユニット８に作
用するアキシアル荷重に起因して、前記各玉１４ａ、１４ｂの接触角が変化する場合にも
、接触角の変化を抑制すると共に、前記車輪支持用転がり軸受ユニット８を構成する前記
外輪１２と前記ハブ１３（ハブ本体１８及び内輪１９）との相対傾きを抑制すべく、前記
各外輪軌道１６ａ、１６ｂ及び前記各内輪軌道２１ａ、２１ｂの断面形状（母線形状）を
工夫している。
　尚、本例の場合には、軸方向外側のアンギュラ玉軸受を構成する外輪軌道１６ａ及び内
輪軌道２１ａの断面形状と、軸方向内側のアンギュラ玉軸受を構成する外輪軌道１６ｂ及
び内輪軌道２１ｂの断面形状とを、同じ様に規制しており、両者は軸方向に関して対称形
状となっている為、重複する説明は省略し、図２を参照しつつ、軸方向内側のアンギュラ
玉軸受を例に説明する。
【００２８】
　本例の場合、前記車輪支持用転がり軸受ユニット８の中心軸Ｏ（図１参照）を含む仮想
平面に関する前記外輪軌道１６ｂの断面形状を、三角形状の等径歪円の一部である円弧状
部分により構成すると共に、前記仮想平面に関する前記内輪軌道２１ｂの断面形状を、前
記等径歪円の一部である円弧状部分により構成している。より具体的には、前記外輪軌道
１６ｂの断面形状を、三角形状でその直径が前記各玉１４ｂの玉径よりも大きい等径歪円
のうちで、曲率半径の大きい三角形の辺に相当する部分により構成しており、前記内輪軌
道２１ｂの断面形状を、前記等径歪円のうちで、前記辺に相当する部分に対し位相が１８
０度ずれた位置に存在する、曲率半径の小さい三角形の頂点に相当する部分により構成し
ている。
【００２９】
　更に、本例の場合には、前記外輪１２と前記ハブ１３とを組み合わせた状態で、前記外
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輪軌道１６ｂの断面形状を構成する前記辺に相当する部分と、前記内輪軌道２１ｂを構成
する前記頂点に相当する部分とを、単一の等径歪円上に位置する状態よりも互いに近接さ
せた位置関係に配置している。図２を参照しつつ説明すると、前記外輪軌道１６ｂの断面
形状を、等径歪円αのうちのＸ１部分（辺に相当する部分）により構成している場合に、
該等径歪円αのうちでＸ１部分に対し位相が１８０度ずれた位置に存在するＹ１部分を、
Ｘ１部分に対して近付ける方向に移動（接触角の方向に平行移動）させた位置に、前記内
輪軌道２１ｂを構成する頂点に相当するＹ２部分を位置させている。又、説明は重複する
が、反対に、前記内輪軌道２１ｂの断面形状を、等径歪円βのＹ２部分（頂点に相当する
部分）により構成している場合に、該等径歪円βのうちでＹ２部分に対し位相が１８０度
ずれた位置に存在するＸ２部分を、Ｙ２部分に対して近付ける方向に移動（接触角の方向
に平行移動）させた位置に、前記外輪軌道１６ｂの断面形状を構成する辺に相当するＸ１
部分を位置させている。
　尚、図２には、本例の構造を理解しやすい様に、実際の場合よりも、等径歪円（α、β
）を三角形に近づけた状態で示している。実際の場合には、より真円に近い形状をしてお
り、頂点の曲率は玉の曲率よりも僅かに大きい程度であり、等径歪円の直径は玉の直径よ
りも３％～８％程度大きいだけとなる。
【００３０】
　本例の場合には、上述の様な断面形状を有する前記外輪軌道１６ｂ（１６ａ）及び前記
内輪軌道２１ｂ（２１ａ）を得る為に、次の様な研削加工を施している。
　図３の（Ａ）に示す様に、前記外輪１２の内周面（外輪軌道１６ａ、１６ｂを含む）に
は、ダイヤモンドホイールにより成形された外輪用総型砥石３１を用いて研削加工（一体
研削）を施している。即ち、外周面の断面形状が完成後の外輪１２の断面形状に見合う（
凹凸が逆になった）外輪用総型砥石３１を、該外輪用総型砥石３１の中心軸を前記外輪１
２の中心軸と平行に配置した状態で回転させながら、径方向外側に移動させる事により、
前記外輪１２の内周面（両外輪軌道１６ａ、１６ｂ及び軸方向内端部の面取り部を同時）
に研削加工を施している。これにより、前記各外輪軌道１６ａ、１６ｂに関して、上述し
た様な断面形状を得ている。
【００３１】
　一方、図３の（Ｂ）に示す様に、前記内輪１９の外周面（内輪軌道２１ｂ及び軸方向内
端部の面取り部を含む）に、ダイヤモンドホイールにより成形された内輪用総型砥石３２
を用いて研削加工（一体研削）を施している。即ち、外周面の断面形状が完成後の内輪１
９の断面形状に見合う（凹凸が逆になった）内輪用総型砥石３２を、該内輪型総型砥石３
２の中心軸を前記内輪１９の中心軸に対して傾斜させた状態で回転させながら、径方向内
側に移動させる事により、前記内輪１９の外周面（内輪軌道２１ｂ及び軸方向内端部の面
取り部）に、研削加工を施している。又、図示及び詳しい説明は省略するが、前記ハブ本
体１８の外周面（内輪軌道２１ａを含む）に関しても、総型砥石を用いて一体研削を施し
ている。これにより、前記各内輪軌道２１ａ、２１ｂに関して、上述した様な断面形状を
得ている。
【００３２】
　尚、砥石の切り込み方向と被削物（外輪１２、内輪１９）との交差角には限界がある為
、本例の場合には、前記外輪軌道１６ｂの肩部近傍の断面形状（母線形状）に関する接線
と中心軸との交差角は、前記内輪軌道２１ｂの溝肩部近傍の断面形状に関する接線と中心
軸との交差角よりも小さくする事が好ましい。
　又、前記各玉４ａ、４ｂの転動面と前記内輪軌道２１ａ、２１ｂとの接触部と、前記各
玉４ａ、４ｂの転動面と前記外輪軌道１６ａ、１６ｂとの接触部とに関しては、前者の接
触部の面積の方が、後者の接触部の面積よりも小さく、この事に起因して、前者の接触部
の面圧の方が、後者の接触部の面圧よりも高くなる。この為、両者の面圧の差を小さくす
る為に、両者の面積を少しでも近づける事が好ましい。
　そこで、本例の場合に、以上の様な、それぞれの好ましい構成を実現し易くする為に、
前記外輪軌道１６ｂ（１６ａ）の断面形状を、等径歪円のうちで曲率半径の大きい、三角
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形の辺に相当する部分により構成すると共に、前記内輪軌道２１ｂ（２１ａ）の断面形状
を、等径歪円のうちで曲率半径の小さい、三角形の頂点に相当する部分により構成してい
る。
【００３３】
　以上の様な構成を有する本例の場合には、例えばクロソイド曲線より成るカーブの走行
時や車線変更時に作用するアキシアル荷重に起因して、前記各玉１４ａ、１４ｂの接触角
が緩やかに変化した場合にも、前記車輪支持用転がり軸受ユニット８の接触角の変化とそ
れに伴う車両のホイールアライメントの変化を抑制できる。
　即ち、本例の場合には、前記各外輪軌道１６ａ、１６ｂの断面形状を、三角形状の等径
歪円のうちの辺に相当する部分により構成していると共に、前記各内輪軌道２１ａ、２１
ｂの断面形状を、前記等径歪円のうちで、前記辺に相当する部分に対し位相が１８０度ず
れた位置に存在する、頂点に相当する部分により構成している。又、前記辺に相当する部
分と前記頂点に相当する部分とを、単一の等径歪円上に位置する状態よりも互いに近接さ
せた位置関係に配置している。
【００３４】
　ここで、一般的に知られている様に、等径歪円は、位相が１８０度ずれた部分同士の幅
寸法（直径）が円周方向に関して何れの位置においても一定となるが、本例の様に、前記
各外輪軌道１６ａ、１６ｂの断面形状を、等径歪円のうちで辺に相当する部分により構成
すると共に、前記各内輪軌道２１ａ、２１ｂの断面形状を、前記等径歪円のうちで、前記
辺に相当する部分に対し位相が１８０度ずれた位置に存在する、頂点に存在する部分によ
り構成し、且つ、前記辺に相当する部分と前記頂点に相当する部分とを、単一の等径歪円
上に位置する状態よりも互いに近接させた位置関係に配置した場合には、前記頂点に隣接
する部分と、位相が１８０度ずれた部分との幅寸法は小さくなる。この為、前記アキシア
ル荷重の変化に起因して、前記各玉１４ａ、１４ｂの接触角が、増大又は減少の何れに変
化しようとした場合にも、１８０度位相が異なる位置に配置された前記頂点に相当する部
分と前記辺に相当する部分との距離は縮まり、前記各外輪軌道１６ａ、１６ｂと前記各内
輪軌道２１ａ、２１ｂとの最短距離が短くなる為、接触角の変化自体を抑制する事ができ
る。又、接触角が増大又は減少の何れに変化する場合にも、予圧が増加し、軸受剛性を上
昇できる。この為、前記外輪１２と前記ハブ１３との相対傾きを抑制する事が可能になり
、その結果、ホイールアライメントの変化を抑制できる。
【００３５】
　従って、本例の場合には、クロソイド曲線より成るカーブの走行時や車線変更時に、ア
キシアル荷重の大きさの変化時間が長くなる（徐々に変化する）場合にも、前記車輪支持
用転がり軸受ユニット８の接触角の変化に伴う前記外輪１２と前記ハブ１３との相対傾き
を抑制でき、その結果、ホイールアライメントの変化を抑制できる為、車両の操縦性及び
走行安定性の向上を図れる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明を実施する場合には、上述した実施の形態の欄で説明した様な、駆動輪用の転が
り軸受ユニットに限らず、従動輪用の転がり軸受ユニットで実施する事もできる。又、本
発明は、自動車の車輪を回転自在に支持する為の転がり軸受ユニット以外にも、各種工作
機械など、支持剛性を必要とする各種回転部分に組み込んで使用できる。又、本発明は、
複列アンギュラ玉軸受に限らず、単列アンギュラ玉軸受に適用する事もできる。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　複列アンギュラ玉軸受
　　２　　外輪
　　３ａ、３ｂ　　内輪
　　４ａ、４ｂ　玉
　　５ａ、５ｂ　外輪軌道
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　　６ａ、６ｂ　内輪軌道
　　７ａ、７ｂ　保持器
　　８　　車輪支持用転がり軸受ユニット
　　９　　ホイール
　１０　　ロータ
　１１　　ナックル
　１２　　外輪
　１３　　ハブ
　１４ａ、１４ｂ　玉
　１５ａ、１５ｂ　保持器
　１６ａ、１６ｂ　外輪軌道
　１７　　結合フランジ
　１８　　ハブ本体
　１９　　内輪
　２０　　取付フランジ
　２１ａ、２１ｂ　内輪軌道
　２２　　小径段部
　２３　　スプライン孔
　２４　　かしめ部
　２５　　支持孔
　２６　　ボルト
　２７　　等速ジョイント
　２８　　スプライン軸
　２９　　スタッド
　３０　　ナット
　３１　　外輪用総型砥石
　３２　　内輪用総型砥石
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